
議第２３３号 

公の施設の指定管理者の指定について 

次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。 

１ 公の施設の名称 

  漁船巻揚施設（仁方漁船巻揚施設） 

２ 指定管理者 

呉市仁方皆実町１０番７号 

仁方漁業協同組合 

代表理事組合長 平岡 達明 

３ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

（提案理由） 

 仁方漁船巻揚施設の指定管理者を指定するため，地方自治法第２４４条の２第６

項の規定により，この案を提出する。 

 

 


